
く
ら
し

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
通
知

を
発
送
し
ま
す

　

７
月
中
旬
に
、
令
和
６
年
度
国
民

健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
決
定
通
知
を

送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
納
付
に
関
す

る
相
談
を
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

‌

問�

税
務
課
市
民
税
室
（
☎
75
‐
８
９

４
９
）
ま
た
は
税
務
課
収
納
対
策

室
（
☎
53
‐
３
３
６
１
）

農
業
者
年
金
の
現
況
届
を 

提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

該
当
者
に
は
、
５
月
に
農
業
者
年

金
基
金
か
ら
届
出
用
紙
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
提
出
し
て
い
な
い
人
は
、

年
金
が
差
し
止
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

‌

問�

農
業
委
員
会
事
務
局
（
☎
66
‐
６

１
２
０
）
ま
た
は
農
林
水
産
課
農

業
振
興
室
、
各
支
所
産
業
建
設
課

産
業
観
光
室

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
ま
す

　

７
月
下
旬
か
ら
８
月
中
旬
に
か

け
、
各
地
域
の
農
業
委
員
・
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
が
農
地
を
見
回

り
、
遊
休
化
や
違
反
転
用
な
ど
が
な

い
か
調
査
を
行
い
ま
す
。
農
地
内
へ

立
ち
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

‌

問�

農
業
委
員
会
事
務
局

	

（
☎
66
‐
６
１
２
０
）

パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
は
お
早
め
に
！

　

パ
ス
ポ
ー
ト
は
申
請
か
ら
受
け
取

り
ま
で
は
10
日
前
後
か
か
り
ま
す
。

特
に
７
・
８
月
は
窓
口
が
大
変
混
み

合
い
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

申�

請
窓
口　

市
民
課
市
民
年
金
室
ま

た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
市
民
生

活
室

受
取
場
所　

市
役
所
本
庁

受�

付
時
間　

午
前
８
時
３０
分
～
午
後

５
時
１５
分

　

※�

９
月
末
ま
で
、
本
庁
は
毎
週

火
・
木
曜
日
、
各
支
所
は
第

２
・
第
４
木
曜
日
の
午
後
７
時

ま
で
申
請
を
受
付
し
て
い
ま
す

‌

問�

村
上
市
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
☎
75
‐
８
９
３
０
）ま
た
は
新
潟

県
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
☎
０

２
５
‐
２
９
０
‐
６
６
７
０
）

毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別
調
査

を
実
施
し
ま
す

　

賃
金
や
労
働
時
間
、
労
働
者
数
の

動
向
を
調
査
し
ま
す
。
県
知
事
が
任

命
し
た
統
計
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す

の
で
、
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

‌

期�

７
月
下
旬
～
８
月
下
旬

‌

対�

７
月
末
現
在
で
常
用
労
働
者
を
１

～
４
人
雇
用
し
て
い
る
事
業
所

　

※�

農
林
漁
業
、
一
般
公
務
を
除
く

対
象
地
域　

市
内
の
一
部
地
域

‌

他�

調
査
デ
ー
タ
は
、
調
査
結
果
を
得

る
た
め
だ
け
に
使
わ
れ
ま
す
。

‌

問�

新
潟
県
総
務
部
統
計
課
生
活
統
計

班
（
☎
０
２
５
‐
２
８
０
‐
５
１

１
９
）

ご
み
処
理
場
の
料
金
精
算
機
に

つ
い
て

　

７
月
３
日
に
発
行
さ
れ
る
新
紙
幣

に
対
応
し
た
料
金
精
算
機
へ
の
入
れ

替
え
が
、
10
月
中
に
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
現
在
の
料
金
精
算
機
は
、
新

紙
幣
に
対
応
し
て
い
な
い
た
め
、
入

れ
替
え
を
行
う
ま
で
は
、
旧
紙
幣
で

の
ご
利
用
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

※�

新
紙
幣
を
お
持
ち
の
方
は
、
窓

口
で
旧
紙
幣
に
交
換
し
ま
す

‌

問�

環
境
課
生
活
環
境
室

	

（
☎
75
‐
８
９
３
２
）

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・

猶
予
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免

除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制

度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
（
50
歳
未

満
）」
が
あ
り
ま
す
。

　

未
納
の
状
態
で
、
障
が
い
や
死
亡

と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
し
た

場
合
に
は
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族

基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
令
和
６
年
度
免
除
申
請
】

受
付
開
始
日　

７
月
１
日
㈪

審
査
対
象
期
間

　

令
和
６
年
７
月
～
令
和
７
年
６
月

今月の市税などの納期限

・固定資産税　　　　　　第２期
・国民健康保険税　　　　第１期
・介護保険料　　　　　　第１期
・後期高齢者医療保険料　第４期

納期限 ７月31日水

村
上
市
役
所

本庁� （☎ 53− 2111）
荒川支所� （☎ 62− 3101）
神林支所� （☎ 66− 6111）
朝日支所� （☎ 72− 0111）
山北支所� （☎ 77− 3111）

お知らせ
「くらし」「もよおし」など、
さまざまな情報をお届け

「
愛
の
血
液
助
け
合
い
運
動
」
実
施
中

　

７
月
１
日
か
ら
31
日
ま
で
、
全
国

一
斉
に
「
愛
の
血
液
助
け
合
い
運
動
」

が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
少
子
化
や

20
代
、
30
代
の
献
血
離
れ
が
進
ん
で

い
ま
す
が
、
将
来
に
わ
た
っ
て
、
い

つ
で
も
安
心
で
安
全
な
輸
血
用
血
液

を
確
実
に
お
届
け
で
き
る
よ
う
、
若

年
層
の
皆
さ
ん
の
献
血
へ
の
協
力
が

大
切
で
す
。
献
血
に
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
県
内
で
は
、
献
血
バ
ス
が

各
市
町
村
を
巡
回
し
て
い
る
ほ
か
、

毎
日
、
2
カ
所
の
献
血
ル
ー
ム
で
受

け
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

‌

問�

保
健
医
療
課
健
康
支
援
室

	

（
☎
75
‐
８
９
３
４
）

村
上
税
務
署
へ
提
出
す
る
申
告

書
な
ど
の
送
付
先
が
変
更
と
な

り
ま
し
た

７
月
10
日
㈬
以
降
の
送
付
先

〒
９
５
１
‐
８
６
２
５

　

�

関
東
信
越
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー

新
潟
分
室

　
　

※
住
所
の
記
載
は
不
要
で
す

‌

問
村
上
税
務
署（
☎
53
‐
３
１
４
１
）

第
６
回　
上
下
水
道
事
業
審
議
会

　

市
の
水
道
事
業
・
下
水
道
事
業
の

経
営
に
つ
い
て
審
議
し
ま
す
。
傍
聴

を
希
望
す
る
人
は
お
気
軽
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

‌

時�

７
月
25
日
㈭
午
後
１
時
30
分
～

‌

場�

荒
川
支
所
２
階
会
議
室

‌

問�

上
下
水
道
課
経
営
企
画
室

	

（
☎
66
‐
６
１
９
２
）

夏
場
の
水
の
事
故
に 

ご
注
意
を
！

　

水
難
事
故
の
多
く
は
７
～
８
月
頃

に
発
生
し
て
い
ま
す
。
事
故
防
止
の

た
め
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

・�

小
さ
い
子
ど
も
と
水
遊
び
を
す
る

際
は
、
保
護
者
や
大
人
が
必
ず
付

き
添
い
、
目
を
離
さ
な
い

・�

飲
酒
後
や
体
調
が
悪
い
時
は
、
遊

泳
を
し
な
い

・�

荒
天
時
や
天
候
不
良
が
予
想
さ
れ

る
場
合
は
遊
泳
を
中
止
す
る

溺
れ
て
い
る
人
を
発
見
し
た
場
合

　

す
ぐ
に
１
１
９
番
通
報
し
て
く
だ

さ
い
。
救
助
す
る
た
め
自
ら
飛
び
込

ん
で
し
ま
う
の
は
大
変
危
険
で
す
。

救
助
す
る
場
合
は
、
ロ
ー
プ
な
ど
、

溺
れ
て
い
る
人
が
つ
か
ま
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
、
ま
た
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
な
ど
を
即
席
の
浮
輪
に
し
て
投
げ

渡
す
な
ど
し
て
く
だ
さ
い
。

自
分
が
溺
れ
て
し
ま
っ
た
場
合

　

慌
て
て
動
く
と
、
無
駄
に
体
力
を

消
耗
し
ま
す
。
ラ
ッ
コ
の
よ
う
に
あ

お
む
け
で
、
呼
吸
を
確
保
し
た
状
態

で
助
け
を
待
つ
こ
と
が
、
救
助
さ
れ

る
確
率
を
高
め
ま
す
。

‌

問�

消
防
本
部
警
防
課
救
急
係

	

（
☎
53
‐
７
２
２
３
）

　

‌

他
・�

失
業
に
よ
り
申
請
す
る
場
合

は
、
離
職
票
や
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い

　
　

・�

申
請
書
提
出
時
点
か
ら
さ
か

の
ぼ
っ
て
２
年
１
カ
月
前
ま

で
申
請
可
能
で
す

　
　

・�

有
効
な
電
子
証
明
書
が
搭
載

さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
お
持
ち
の
方
は
、
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ

ン
で
手
続
き
が
可
能
で
す

‌

問 �‌

申
新
発
田
年
金
事
務
所
国
民
年
金

課
（
☎
０
２
５
４
‐
23
‐
２
１
２

８
）
ま
た
は
市
民
課

市
民
年
金
室
、
各
支

所
地
域
振
興
課
市

民
生
活
室

家
族
で
話
そ
う
、交
通
事
故
防
止

　

新
潟
県
で
は
毎
月
10
日
を
「
交
通

安
全
家
庭
の
日
」
と
し
て
い
ま
す
。

交
通
安
全
に
つ
い
て
家
庭
内
で
話
し

合
い
、
交
通
事
故
に
遭
わ
な
い
た
め
、

ま
た
、
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

・�

歩
行
者
の
安
全
確
認

・�

自
転
車
の
ル
ー
ル
遵
守

・�

自
動
車
の
「
不
注
意
」
防
止

‌

問�

市
民
課
生
活
人
権
室

	

（
☎
53
‐
３
３
６
３
）

９月30日まで不正大麻・けし撲滅運動が
実施されています

　大麻およびけしに係る事犯は、依然として後
を絶たない状況で、管内でも発見されていま
す。発見したときは下記問い合わせ先へ連絡し
てください。
■不正なけしの特徴・見分け方
・�全面にろう質をもっているため表面が白っぽ
い緑色
・�草丈が１～1.5mで、植えて良いけし（ひな
げし、おにげし）と比べて茎が太くしっかり
していて、ほぼ無毛
・�葉は茎を半ば抱き込むようになっており、植
えて良いけしに比べてギザギザが少なく、幅
が広い。
■ 問�村上保健所（☎53－8368）または
	 村上警察署（☎52－0110）

マイナポータル

気温と湿度のダブルチェックで熱中症を防ごう！
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‌￥ 参加費など ‌持 持ち物 ‌申 申し込み ‌問 問い合わせ ‌Ｆ FAX ‌＄ メール ‌他 その他
‌時 とき ‌期 期間 ‌場 ところ ‌内 内容 ‌講 講師 ‌対 対象 ‌定 定員省略記号
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